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第８回教育委員会会議録

１．日 時 令和５年１１月７日（火）

開会：午前１０時３０分

閉会：午前１１時３０分

２．場 所 筑後市役所東庁舎３０２会議室

３．出席委員 教育長：中 村 英 司 委 員：齋 藤 百 合

委 員：吉 田 和 博 委 員：下 川 博 大

委 員：江 﨑 正 己

４．事 務 局

教 育 部 長：坂 本 啓 悟 教 育 総 務 課 長：山 口 秀 郎

学 校 教 育 課 長：堤 好 弘 社 会 教 育 課 長：永 松 博 幸

人権・同和教育課長：小 林 志 麻 教育総務課総務担当係長：井 手 雄 香

主任教育指導主事：石 橋 功 一 指 導 主 事：金 子 尚 文

指 導 主 事：福 永 美智也 学校教育課学事担当係長：山 本 啓 介

５．書 記

教 育 総 務 課：長 野 祐 樹

６．傍 聴 者

０人

７．議 題

１ 開会のことば

２ 教育長あいさつ及び教育長会報告

３ 議 事

非公開議案

（１）議案第４３号 市議会の議決を経るべき議案の原案の決定について

（令和５年度筑後市一般会計補正予算第７号：教育総務課）

（全員賛成、原案可決）

非公開議案

（２）議案第４４号 市議会の議決を経るべき議案の原案の決定について
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（令和５年度筑後市一般会計補正予算第７号：学校教育課）

（全員賛成、原案可決）

非公開議案

（３）議案第４５号 市議会の議決を経るべき議案の原案の決定について

（指定管理者の指定［サザンクス筑後］について）

（全員賛成、原案可決）

非公開議案

（４）議案第４６号 市議会の議決を経るべき議案の原案の決定について

（指定管理者の指定［筑後南コミュニティセンター］について）

（全員賛成、原案可決）

非公開議案

（５）議案第４７号 筑後市教育職員の給与等に関する条例の改正について

（全員賛成、原案可決）

（６）議案第４８号 令和６年度県費負担教職員の人事異動方針について

教育長 議案第４８号 令和６年度県費負担教職員の人事異動方針について説明を

お願いします。学校教育課長。

学校教育課長 続けて、資料７をご覧ください。令和６年度県費負担教職員の人事異

動方針並びに人事異動取扱方針でございます。

先ほど教育長からの教育長会報告でもございましたとおり、県の人事異動方

針並びに南筑後教育事務所の取扱方針が定められておりますので、これに準ず

る形で筑後市の方針というものを今回定めるものでございます。

内容としては、県も変わっておりませんのと同様、市のほうとしても昨年度

とほぼ変わりがないような状況でございます。異動の方針としましては、適材

適所でありますとか新陳代謝、他市郡との人事交流、それから、展望としては

長期的に見て人材の適正配置に努めるということ、それから、女性の登用であ

りますとか、新規採用職員に関してはその育成を考慮して行うといった内容を

方針として定めるものでございます。

めくっていただきまして、人事異動取扱方針については少し詳しくまた取り

決めておりますけれども、管理職、主幹教諭、そういったところでは適材適所、

それから、女性の管理職の登用、主幹教諭等の登用について述べておるところ

でございます。

それと、県と同じく４番の暫定再任用という文言につきましては、制度の改

定によって昨年度の再任用職員から暫定再任用職員ということで文言を改めて

おるところでございます。

その他内容については、昨年度と同様の形で方針として取り決めたいと思っ
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ております。よろしくお願いいたします。

以上でございます。

教育長 説明は終わりました。何かご質問はございませんでしょうか。よろしいで

すか。

（な し）

教育長 それでは、採決に入らせていただきます。

議案第４８号について賛成の方は挙手をお願いいたします。

（全員賛成、原案可決）

教育長 全員賛成で可決いたしました。ありがとうございます。

４ 報告事項

（１）筑後市教育長に対する事務委任規則第３条第２項に基づく報告

①筑後市教育委員会事務局職員の分限（休職）について

②非常勤職員の任用について

（２）体験型英語学習推進事業「筑後市イングリッシュ・エンジョイチャレンジ

①」について

５ その他

（１）今後の教育委員会日程について

６ 閉会のことば


